
余市警察署からの
　　　　　お知らせ

〇歩行者もドライバーも
　　　　 「ハンドサイン」で事故防止
「春の全国交通安全運動」が４月６日
（月）から１５日（水）までの１０日
間実施されます。
春は気温の上昇や新生活のスタートに
伴い外出する機会が増える時期です。
交通事故に遭わないためにも、改めて
交通事故防止のポイントを確認しま
しょう。
〇交通事故防止のポイント
・「ハンドサインでストップ運動」を実
践しましょう
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=募集・お知らせ=

　各種自衛官募集

余市町民であればどなたでも入会でき
ます。ぜひ一緒にパークゴルフを楽し
みませんか？
活動内容：
・月例大会（月一回、日頃の腕試しの
ための大会）、各種大会への参加
・日帰りバスツアー（道内各地にある   
パークゴルフ場で一日楽しむ）
・味覚祭り杯、全道各地の大会の紹介
その他：
・入会金 年間２，０００円
・ネームプレート代（協会員の証明） 
　１，２００円
・希望に応じて団体保険加入もあります。
申込み：
余市町パークゴルフ協会事務局
事務局長　木村和彦☎２２－５３５４
※ご近所の知り合いの会員の方からの
　申込みも可能です。

余市町パークゴルフ協会
　　　　　　　会員募集

①「普及職員（農業）」の受験者募集
北海道庁では、試験研究機関や農業関
係団体と連携し、農業の生産性向上、
農業経営や農村生活の改善などに関す
る技術や知識を農業者に普及指導する
職員を募集しています。
地域の普及センターの活動などを通
じ、興味がありましたらホームページ
をご覧ください。

北海道職員の募集

やさしく簡単にできる健康教室に参加
して、体を動かしてリフレッシュしま
せんか。　
①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日　時：４月１１日・２５日（土）
　　　　９：２０～１０：５０
②こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身体のバランスを整えま
す。
日　時：４月１１日・１８日
　　　　　　　　　　　・２５日（土）
　　　　１１：００～１２：３０
定　員：①～②ともに各１０名
　　　　　　　　　　（先着順）
参加料（使用料含む）：
各１回　　　　　５００円（①、②）
２回セット　　　８００円（①）
３回セット　 １，３００円（②）
その他：
・体育館窓口または電話で申込み
・健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります
・動きやすい服装、運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意ください
・ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい
・参加料は、その都度徴収します
※大会等により中止になる場合もあり
　ます。
申込み：総合体育館☎２３－５２１０

総合体育館健康教室

②臨時的任用職員（建設土木）の募集
小樽建設管理部余市出張所では、北海
道の管理する道路や河川など、地域住
民の生活を支える社会基盤整備などを
行っており、現在、建設土木の知識や
経験のある方の募集をしています。仕
事は主にパソコンによるデスクワーク
となります。
給与は経験年数を考慮して決定。各種
手当・休暇等は道職員とほぼ同等の取
り扱いとなります。「北海道臨時的任
用職員」で検索してください。

①幹部候補生　②幹部候補曹
応募資格：①２２歳～２６歳未満
　　　　　②２０歳～３３歳未満
受付期間：４月２２日（水）～
　　　　　　　　　　６月５日（金）
試験内容：筆記試験、適性検査、口述    
          試験、身体検査等
○一般曹候補生・自衛官候補生
応募資格：１８歳～３３歳未満
受付期間：問合せください
試験内容：筆記試験、適性検査、口述    
          試験、身体検査等
陸・海・空自衛隊には、車両・船・飛
行機を扱う職種が１００種類以上あり
ます。
試験内容・イベント案内および各種個
別説明など詳しくは、小樽地域事務所
までご連絡ください。
問合せ：自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所
　　　　☎０１３４ー２２ー５５２１

試験概要 業務内容

演舞を観て感じた『感動』が審査基準
のため、特別な技術や知識は必要あり
ません。
日　時：①６月１３日（土）
　　　　　９：３０～１９：００
　　　　②６月１４日（日）
　　　　　９：３０～２１：００
※①、②のいずれかで３時間程度
場　所：札幌市中央区大通公園周辺
内　容：ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り
　　　　における演舞の審査
申込み：４月１日（水）～２４日（金）
応募方法：公式ホームページから
　　　　　オンライン申込み

その他：審査員は抽選により決定
申込み・問合せ：
YOSAKOI ソーラン祭り実行委員会
　　　　☎０１１－２３１－４３５１

YOSAKOI ソーラン
祭り市民審査員募集

問合せ：
①北海道人事委員会事務局任用課

☎０１１－２０４－５６５４
②後志総合振興局小樽建設管理部
　地域調整課
　　　　☎０１３４－２５－２１７１
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=募集・お知らせ=

児童館行事案内

①親子で制作「こいのぼり」
日時：４月１５日（水）
　　　１０：００～１２：００
②パステルアート
絵はがき作成希望の方は、はがきを
ご持参ください。（お子さん１人に
つき３枚まで）
日時：４月２１日（火）
　　　１０：００～１２：００
①・②　予約：３日（金）～
　　　　定員：１２名
③ぐんぐんの日
毎月１回身体測定ができます。
日時：４月７日（火）
　　　９：００～１２：００
　　　１３：００～１６：００
持ち物：母子手帳、バスタオル
④ぴよぴよ広場
親子で簡単な手遊び・ふれあい遊び
を楽しみませんか。
わらべうた
「げんこつやまのたぬきさん」
日時：４月９日（木）
　　　１０：３０～１０：４５

 沢町児童館（☎２３－５６７３）

対象：概ね３歳までの児童と保護者
日時：毎週月～金曜日（祝日除く）
　　　９：３０～１６：００
　　　※３０日（木）はお休み

 キッズルーム「あっぷる」
（☎４８－８８５０）

おり紙遊びの会
４月１１日（土）１３：３０～
つどいの広場
簡単なリズム遊びなどを通じて、親
子で楽しい時間を過ごしませんか。
４月１５日（水）１０：００～
ドッジボールの会
４月１８日（土）１３：３０～

○新生活が始まるタイミングは、
「家具転対策」をするタイミングです！
春は、就職・転勤・入学など、新生活
が始まる季節です。新生活の始まりに
合わせて引っ越しする方や、模様替え
を検討している方もいると思います。
家具を動かすタイミングは、「家具転
対策（家具類の転倒・落下・移動防止
対策）」を行う絶好のタイミングです。
地震はいつやってくるかわかりませ
ん。このタイミングで家具転対策を行
い、地震に備えましょう。
・家具類の転倒・落下・移動による被
害について
①ケガ
近年発生した地震でケガをした方の約
３０～５０％が家具類の転倒・落下・
移動によるものでした。
②火災
過去の地震では、家具類の転倒・落下・

　余市消防署からの
　　　お知らせ　

よいちニコニコ食堂
（こども食堂）

日　時：４月２５日（土）　
　　　　１２：００～
場　所：余市テラス
　　　　（黒川町１０丁目３番地２７）
対　象：子どもだけではなく、地域の
　　　　方どなたでも参加できます
内　容：ランチの提供
申込み：電話による事前申込み
食事代：高校生まで無料
　　　　大人３００円
問合せ：よいちニコニコ食堂
　　　☎０８０－３２３１－４７０２

移動によって火災が発生した事例があ
ります。ストーブ等の熱を発する器具
に家具類が転倒等をした場合だけでな
く、ストーブ等に家具類の収容物（本
棚の本など）が落下することでも、火
災が発生する危険があります。
③避難障害
出入口付近に家具転対策を実施してい
ない家具を配置してしまうと、地震に
より転倒した家具が扉や窓を塞ぎ、逃
げられなくなることがあります。
安全・確実に避難するためには、出入
口付近や避難経路に家具を置かないこ
とや、家具を置く向きを工夫する等の
レイアウトを考えることも大切です。
〇火災予防運動の実施について
４月２０日（月）から３０日（木）ま
で「全道春の火災予防運動」が実施さ
れます。行事等の開催にあたり、皆さ
んのご理解とご協力お願いします。
問合せ：余市消防署☎２３－３７１１

バザーやクリスマス会、ハロウィンイ
ベントなど、地域に根差した活動をす
るボランティア団体です。
仲間づくり、健康維持、社会参加、趣
味の会など一緒に活動しませんか。
男女問わず、１８歳以上ならどなたで
も参加できます。
＜サークル・教室＞
幼児・卓球・クラフト・モルック
ピックルボール・ふれあいサロン
健康体操教室
申込み・問合せ：沢町児童館

☎２３－５６７３

母親クラブ会員募集

歩行者は、横断歩道を渡る前にしっか
りと左右確認をし、手を上げるなどの
合図（ハンドサイン）でドライバーに
横断する意思を明確に伝えましょう。
ドライバーは、横断歩道が歩行者優先
であることを認識し、横断しようとし
ている人や横断中の人がいる場合に
は、必ず横断歩道手前で停止してくだ
さい。
また、「お先にどうぞ」と手で合図（ハ
ンドサイン）をすることで、歩行者と
の意思疎通を図り、不慮の事故を防止
しましょう。
・通学路や生活道路はスピードダウン
４月は新入学の時期です。新１年生の
登下校が始まります。
通学路では、こどもの飛び出しなどが
予想されますので、スピードダウンを
徹底し、予測運転に努めましょう。
・自転車の交通ルールを守ろう
４月１日（水）から自転車の一定の交
通違反にも「交通反則通告制度」が適
用されます。自転車を運転する場合は
交通ルールをしっかりと守り、安全運
転に努めましょう。
また、運転中の交通事故や転倒などで
頭部を負傷すると、致命傷になる可能
性がありますので、自転車に乗る時は
ヘルメットを着用しましょう。　
問合せ：余市警察署☎２２－０１１０

広
報
よ
い
ち

告を出してみませんか？
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い話題を皆さんのもとへ

えっくしてね！

ちばんにお届けします
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